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衆
議
院
議
員
古
本
伸
一
郎
君
提
出
税
源
移
譲
に
よ
る
『
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
』
へ
の
影
響
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
、
六
、
十
三
及
び
十
四
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
平
成
十
九
年
に
お
け
る
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
税
源
移
譲
は
、

地
方
分
権
の
一
層
の
推
進
を
図
る
た
め
、
国
・
地
方
の
三
位
一
体
改
革
の
一
環
と
し
て
、
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
所
得
割

へ
約
三
兆
円
の
税
源
を
移
し
替
え
る
も
の
で
あ
り
、
所
得
税
と
個
人
住
民
税
所
得
割
に
係
る
新
税
率
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ

も
平
成
十
九
年
中
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
個
々
の
納
税
者
の
税
負
担
の
年
額
に
つ
い
て
、
年

間
の
所
得
等
が
変
動
し
な
い
場
合
に
は
、
税
源
移
譲
の
前
後
で
所
得
税
と
個
人
住
民
税
所
得
割
を
合
わ
せ
た
税
額
が
基
本
的

に
変
わ
ら
な
い
よ
う
制
度
設
計
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
以
前
に
入
居
し
、
税
源
移
譲
実
施
前
か
ら
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二

年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者
（
以
下
「
平
成
十
八
年
以
前
入
居
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
税
源
移
譲
の
実

施
に
伴
い
所
得
税
負
担
が
減
少
す
る
こ
と
か
ら
税
源
移
譲
実
施
後
に
引
き
続
き
適
用
さ
れ
る
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

一



の
控
除
額
が
減
少
す
る
場
合
が
あ
る
。
平
成
十
八
年
以
前
入
居
者
に
つ
い
て
は
、
入
居
時
点
の
所
得
税
制
度
に
基
づ
く
所
得

税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
控
除
額
の
適
用
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
配
慮
し
、
税
源
移
譲
実
施
後
に
お
い
て
も
当
該
控
除
額

に
相
当
す
る
税
負
担
の
軽
減
効
果
を
確
保
す
る
た
め
、
平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
の
特
例
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
五
条
の
四
に
規
定
す
る
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

他
方
で
、
税
源
移
譲
実
施
後
の
平
成
十
九
年
に
入
居
し
た
者
又
は
平
成
二
十
年
に
入
居
し
た
若
し
く
は
入
居
す
る
者
（
以

下
「
平
成
十
九
年
以
後
入
居
者
」
と
い
う
。
）
は
、
入
居
時
点
の
所
得
税
制
度
を
前
提
と
し
て
住
宅
の
取
得
等
を
す
る
も
の

で
あ
り
、
平
成
十
八
年
以
前
入
居
者
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例

は
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
平
成
十
九
年
以
後
入
居
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

特
例
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
を
有
す
る
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
創
設
し
、
中
低
所
得
者
層
の
計
画
的
な
持
家
取
得
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
控
除
期
間
を
十
年
か
ら

十
五
年
と
す
る
な
ど
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
拡
充
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日
の
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
に
お
い
て
は
、
平
成
十
九
年
に
入
居
し
た
者
に
対
し
て
税
源
移

譲
前
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
（
税
源
移
譲
実
施
前
の
所
得
税
制
度
に
基
づ
く
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
等
（
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
又
は
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
そ
れ
ぞ
れ
適
用
し
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
適
用
期
間
全
体
に
わ
た
る
減
収
額
累
計
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、

税
務
統
計
に
お
け
る
実
績
値
を
基
に
、
借
入
金
残
高
、
借
入
期
間
、
所
得
金
額
等
に
つ
い
て
一
定
の
前
提
を
置
い
て
機
械
的

に
試
算
し
た
結
果
、
税
源
移
譲
前
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
よ
る
減
収
額
累
計
を
七
千
百
億
円
程
度
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
等
に
よ
る
減
収
額
累
計
を
六
千
五
百
億
円
程
度
、
差
引
六
百
億
円
程
度
と
見
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
機
械
的
試
算

に
よ
れ
ば
、
六
百
億
円
程
度
の
差
額
の
内
訳
は
、
給
与
収
入
四
百
万
円
超
七
百
万
円
以
下
の
階
級
に
お
い
て
五
百
億
円
程
度
、

給
与
収
入
四
百
万
円
以
下
の
階
級
に
お
い
て
百
億
円
程
度
と
な
る
が
、
お
尋
ね
の
一
定
の
属
性
を
も
つ
平
成
十
九
年
以
後
入

居
者
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
そ
の
借
入
金
残
高
、
借
入
期
間
、
所
得
金
額
等
に
よ
っ
て
区
々
と
な
る
こ
と
か
ら
把
握
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
、
六
、
十
三
及
び
十
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
平
成
十
九
年
以
後
入
居
者
は
、
入
居
時
点
の
所
得
税
制
度
を
前

三



提
と
し
て
住
宅
の
取
得
等
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
平
成
十
八
年
以
前
入
居
者
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考

え
る
。

七
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
税
源
移
譲
及
び
個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
並
び
に
平

成
十
九
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
政
府
広
報
に
お
い
て
は

政
府
広
報
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
新
聞
、
雑
誌
等
、
総
務
省
に
お
い
て
は
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
誌
「
総
務
省
」
等
、
財

務
省
に
お
い
て
は
財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
、
国
税
庁
に
お
い
て
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
「
確
定
申

告
の
手
引
き
」
等
に
よ
り
、
国
民
各
層
へ
周
知
を
図
っ
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

一
、
六
、
十
三
及
び
十
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
平
成
十
九
年
以
後
入
居
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
度
税
制

改
正
に
お
い
て
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
を
創
設
し
、
中
低
所
得
者
層
の
計
画
的
な
持
家
取
得
を
促
進
す
る
観

点
か
ら
、
控
除
期
間
を
十
年
か
ら
十
五
年
と
す
る
な
ど
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
拡
充
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

四



給
与
所
得
者
に
係
る
二
年
目
以
後
の
各
年
の
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
等
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一

条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
確
定
申
告
の
手
続
を
行
わ
ず
、
年
末
調
整
の
段
階
で
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
個
人
住
民
税
所
得
割
の

納
税
義
務
者
が
、
原
則
と
し
て
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
三
月
十
五
日
ま
で
に
、
個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
特
例
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
（
以
下
「
特
例
申
告
書
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

一
月
一
日
現
在
に
お
け
る
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

特
例
申
告
書
は
、
税
務
署
長
を
経
由
し
て
市
町
村
長
に
提
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
提
出
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
郵
送

に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

七
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
七
月
か
ら
現
在

ま
で
の
間
に
、
政
府
広
報
に
お
い
て
は
政
府
広
報
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
新
聞
、
雑
誌
等
、
総
務
省
に
お
い
て
は
総
務
省
ホ
ー
ム

五



ペ
ー
ジ
、
広
報
誌
「
総
務
省
」
等
に
よ
り
、
国
民
各
層
へ
周
知
を
図
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
に

お
い
て
も
総
務
省
と
全
国
地
方
税
務
協
議
会
が
共
同
で
作
成
し
た
ポ
ス
タ
ー
及
び
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
掲
示
及
び
配
布
の
ほ

か
、
大
半
の
市
区
町
村
に
お
い
て
個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
の
適
用
対
象
と
な
り
得
る
者
に
対
す
る
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
の
送
付
を
行
う
な
ど
、
国
民
各
層
へ
の
周
知
を
実
施
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
な
お
、
財
務
省
に
お
い
て
は
財

務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
、
国
税
庁
に
お
い
て
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
「
確
定
申
告
の
手
引
き
」
等
に

よ
り
、
国
民
各
層
へ
周
知
を
図
っ
て
い
る
。

ま
た
、
個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
三
月
十
五
日
ま
で
に

特
例
申
告
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
個
人
住
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
特
例
申
告
書
を
提
出

し
た
と
き
は
個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
提
出
期
限
後
も
引
き
続
き
個
人
住
民
税

の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
の
適
用
対
象
者
で
特
例
申
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
周
知
を
図
っ
て
い
く
こ
と

と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
個
人
住
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
特
例
申
告
書
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
市
町
村
長
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特

例
を
適
用
で
き
る
こ
と
と
す
る
内
容
を
含
む
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
を
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
と

六



こ
ろ
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

十
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
毎
年
度
、
当

該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
一
月
一
日
現
在
の
住
所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
対
し
特
例
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
が
、
こ
の
特
例
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
く
他
の
申
告
書
の
提
出
の
場
合
と
同
様
、

基
本
的
に
納
税
者
の
負
担
に
よ
り
行
っ
て
い
た
だ
く
も
の
で
あ
る
。

十
五
に
つ
い
て

七
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
の
内
容
及
び
平
成
十
九
年
度
税
制
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

政
府
広
報
等
に
よ
り
国
民
各
層
へ
周
知
を
図
っ
て
い
る
。

な
お
、
一
、
六
、
十
三
及
び
十
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
平
成
十
九
年
以
後
入
居
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年

度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
を
創
設
し
、
中
低
所
得
者
層
の
計
画
的
な
持
家
取
得
を
促
進

す
る
観
点
か
ら
、
控
除
期
間
を
十
年
か
ら
十
五
年
と
す
る
な
ど
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
拡
充
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七


